
協議案件（４）豊田市地域公共交通計画の改定について 

・国の地域公共交通の活性化及び再生に関する法改正により、地域公共交通計画と乗合バス等の補助制度の連動化が行われた
・補助事業（地域公共交通確保維持事業）を活用する際は、地域公共交通計画に対象路線の位置付け等の明確な記載が求められている 
・令和７年度の補助申請は、令和６年６月が期限となる見込みであり、それまでに法定協議会で協議し計画改定が必要となる
・以下のとおり、豊田市地域公共交通計画（計画期間：R4.10~R8.3）について、補助事業に関連する部分の記載を行う

豊田市地域公共交通計画 新旧対照表 
新 旧

背景・目的














